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序 仙南広域都市計画区域における都市づく りの基本的課題 

宮城県の南端に位置する仙南地区は、蔵王連峰や阿武隈山地などの山々 、 阿武隈川や白石川、

釜房湖などの緑と水に恵まれた潤い豊かな自然環境を有しているとともに、 河川に面した平地

部には肥沃な水田が広がり、 周囲を取り巻く 山々 と相まって盆地特有の美しい景観を形成して

いる。また、仙南地区の各市町は、城下町や宿場町として古く から発展し、それぞれが特有の歴

史を背景として都市を形成している。このように、蔵王連峰を中心とする自然景観や歴史と文化

によって培われた景観は、長きにわたって地域に受け継がれてきたものであり、その姿が失われ

ないように保全、 継承していく とともに、 これらは観光や地域間交流の促進に大きな役割を担

い、地域に賑わいをもたらすものであることから、その魅力を高めるような都市づく りを進める

ことが重要となっている。 【 自然環境・ 景観の保全】   

一方、東北縦貫自動車道や山形自動車道、Ｊ Ｒ東北新幹線からなる高速広域交通網のほか、国

道４号や国道113号、Ｊ Ｒ東北本線、 阿武隈急行線など複数の幹線道路や鉄道によって地区内外

を結ぶ交通体系が構築されており、このような恵まれた交通条件を活かして、インターチェンジ

周辺などでは工業・ 物流機能の集積が図られ、また、国道４ 号を中心とする幹線道路沿道では商

業や生活サービス機能の集積が進んできた。しかし、近年は、鉄道駅や市町庁舎の周辺で形成さ

れてきた中心市街地において空洞化が進んでおり、 都市機能の増進及び経済活力の向上といっ

た活性化が必要となっているほか、 人口減少や少子高齢化の予測から低迷が懸念される農林業

や商工業、観光業などの産業についても、地域資源を活かしながら、富県宮城の実現に向け、そ

の振興を図ることが必要となっている。 【 富県宮城の実現】   

さらに、宮城県や各市町の財政状況も厳しさを増すなかで、新たな都市基盤の整備には限界が

あることから、「 コンパクト・ プラス・ ネット ワーク」 の考え方に基づき、既存スト ックを活か

しつつ、 都市機能が集約した拠点を形成するとともに各拠点を連携するネット ワークを構築す

ることで、                                      

住民の快適な生活を維持し、 機能的な都市づく りを進める必要が

ある。 【 コンパクト ・ プラス・ ネット ワークの推進】   

また、平成23年の東北地方太平洋沖地震（ 以下、「 東日本大震災」 という。） にみられる大規

模地震はもとより、 昭和61年の台風10号（ ８ . ５豪雨） や平成27年の関東・ 東北豪雨、 令和元年

の台風19号などの風水害や土砂災害、 蔵王山の火山活動の活発化による火山災害といった地震

以外の自然災害についても、 対応の重要性が増している。 【 災害対策の強化】   

仙南地区では、このような課題認識のもとで仙南広域都市計画区域（ 以下、「 本区域」という。）

の整備、 開発及び保全を推進する必要がある。  

序 仙南広域都市計画区域における都市づく りの基本的課題 

宮城県の南端に位置する仙南地区は、 蔵王連峰や阿武隈山地などの山々 、 阿武隈川や白石川、

釜房湖などの緑と水に恵まれた潤い豊かな自然環境を有しているとともに、 河川に面した平地

部には肥沃な水田が広がり、 周囲を取り巻く 山々 と相まって盆地特有の美しい景観を形成して

いる。また、仙南地区の各市町は、城下町や宿場町として古く から発展し、それぞれが特有の歴

史を背景として都市を形成している。このように、蔵王連峰を中心とする自然景観や歴史と文化

によって培われた景観は、長きにわたって地域に受け継がれてきたものであり、その姿が失われ

ないように保全、 継承していく とともに、 これらは観光や地域間交流の促進に大きな役割を担

い、地域に賑わいをもたらすものであることから、その魅力を高めるような都市づく りを進める

ことが重要となっている。 【 自然環境・ 景観の保全】   

一方、東北縦貫自動車道や山形自動車道、Ｊ Ｒ東北新幹線からなる高速広域交通網のほか、国

道４号や国道113号、 Ｊ Ｒ東北本線、 阿武隈急行線など複数の幹線道路や鉄道によって地区内外

を結ぶ交通体系が構築されており、このような恵まれた交通条件を活かして、インターチェンジ

周辺などでは工業・ 物流機能の集積が図られ、また、国道４ 号を中心とする幹線道路沿道では商

業や生活サービス機能の集積が進んできた。しかし、近年は、鉄道駅や市町庁舎の周辺で形成さ

れてきた中心市街地において空洞化が進んでおり、 都市機能の増進及び経済活力の向上といっ

た活性化が必要となっているほか、 人口減少や少子高齢化により低迷が懸念される農林業や商

工業、観光業などの産業についても、地域資源を活かしながら、富県宮城の実現に向け、その振

興を図ることが必要となっている。 【 富県宮城の実現】   

さらに、宮城県や各市町の財政状況も厳しさを増すなかで、新たな都市基盤の整備には限界が

あることから、「 コンパクト・ プラス・ ネット ワーク」 の考え方に基づき、既存スト ックを活か

しつつ、 都市機能が集約した拠点を形成するとともに各拠点を連携するネット ワークを構築す

る。また、コロナ禍を契機とした人々 のライフスタイルの変化への対応や、都市におけるウェル

ビーイング向上を図るため、住民の快適な生活を維持し、機能的な都市づく りを進める必要があ

る。 【 コンパクト ・ プラス・ ネット ワークの推進】   

また、平成23年の東北地方太平洋沖地震（ 以下、「 東日本大震災」 という。） などの  大規

模地震はもとより、 昭和61年の台風10号（ ８ . ５ 豪雨） や平成27年の関東・ 東北豪雨、 令和元年

の台風19号などの風水害や土砂災害、 蔵王山の火山活動の活発化による火山災害といった地震

以外の自然災害についても、 対応の重要性が増している。 【 災害対策の強化】   

仙南地区では、このような課題認識のもとで仙南広域都市計画区域（ 以下、「 本区域」という。）

の整備、 開発及び保全を推進する必要がある。  
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１ 都市計画の目標 

（ １） 基本的事項 

① 目標年次 

仙南広域都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針（ 以下、 「 本方針」 という。 ） は、 おお

むね20年後の令和17年を目標年次として本区域における整備、 開発及び保全の方針を定めるも

のとする。   

ただし、 都市施設などの主要な施設の整備については、 おおむね10年後の令和7年を目標年

次とする。  

② 都市計画区域の範囲及び規模 

本区域の範囲は、 人口、 土地利用、 交通などの配置、 利用の現況及び推移を勘案して、 一体

の都市として総合的に整備、 開発及び保全する必要がある区域とする。   

その範囲及び面積は次のとおりである。  

■都市計画区域の範囲及び規模 

区 分 市 町 名 範     囲 規  模 

仙 南 広 域

都市計画区域

白石市 行政区域の一部 6, 498 ha

角田市 〃 3, 612 ha

蔵王町 〃 4, 713 ha

大河原町 行政区域全域 2, 501 ha

村田町 行政区域の一部 6, 775 ha

柴田町 〃 3, 200 ha

川崎町 〃 7, 312 ha

丸森町 〃 1, 927 ha

合計 － 36, 538 ha

（ 参考. 行政区域面積）  128, 831 ha

※ 都市計画区域及び行政区域の面積は平成29年の値である。   

資料： 平成29年全国都道府県市区町村別面積調、 平成29年度県南部地区都市計画基礎調査 

１  都市計画の目標 

（ １） 基本的事項 

① 目標年次 

仙南広域都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針（ 以下、 「 本方針」 という。 ） は、 おお

むね20年後の令和22年を目標年次として本区域における整備、 開発及び保全の方針を定めるも

のとする。   

ただし、 都市施設などの主要な施設の整備については、 おおむね10年後の令和12年を目標年

次とする。  

② 都市計画区域の範囲及び規模 

本区域の範囲は、 人口、 土地利用、 交通などの配置、 利用の現況及び推移を勘案して、 一体

の都市として総合的に整備、 開発及び保全する必要がある区域とする。   

その範囲及び面積は次のとおりである。  

■都市計画区域の範囲及び規模 

区 分 市 町 名 範     囲 規  模 

仙 南 広 域

都市計画区域

白石市 行政区域の一部 6, 498 ha

角田市 〃 3, 612 ha

蔵王町 〃 4, 713 ha

大河原町 行政区域全域 2, 501 ha

村田町 行政区域の一部 6, 775 ha

柴田町 〃 3, 200 ha

川崎町 〃 7, 312 ha

丸森町 〃 1, 927 ha

合計 － 36, 538 ha

（ 参考. 行政区域面積）  128, 831 ha

※資料： 令和６年全国都道府県市区町村面積調（ 国土地理院）、 都市計画現況調査（ 国土交通省）  
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また、 本区域における将来の人口及び産業のおおむねの規模は、 次のとおり想定する。  

■おおむねの人口 

区 分 基準年 令和17年

都市計画区域内人口 146. 8 千人 117. 3 千人

※１ 基準年は平成27年の値である。   

※２ 都市計画区域内人口は100人未満を四捨五入している。   

資料： 平成27年国勢調査 

■おおむねの産業規模 

区 分 基準年 令和17年

生産

規模

製造品出荷額等 6, 052 億円 8, 187 億円 

年間商品販売額 2, 767 億円 3, 407 億円 

※１ 製造品出荷額等及び年間商品販売額は行政区域の値である。   

※２ 基準年は平成27年の値である。   

資料： 平成28年経済センサス‐ 活動調査 

また、 本区域における将来の人口及び産業のおおむねの規模は、 次のとおり想定する。  

■おおむねの人口 

区 分 基準年 令和22年

都市計画区域内人口 139. 6 千人 114. 9 千人

※１ 基準年は令和2年の値である。   

※２ 都市計画区域内人口は100人未満を四捨五入している。   

資料： 令和2年国勢調査 

■おおむねの産業規模 

区 分 基準年 令和22年

生産

規模

製造品出荷額等 6, 276 億円 7, 015 億円 

年間商品販売額 2, 279 億円 3, 108 億円 

※１ 製造品出荷額等及び年間商品販売額は行政区域の値である。   

※２ 基準年は令和2年の値である。   

資料： 令和3年経済センサス‐ 活動調査 
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（ ２） 都市づく りの基本理念 

① 都市計画区域の将来像 

都市づく りの基本的な方向性に基づきながら、 本区域の将来像を次のとおり定める。  

■都市づく りの基本的な方向性 

Ⅰ. 都市間の交流、 資源の

共有により、 個性豊か

な都市が連携する一体

的な都市圏づく り 

Ⅱ. 広域交通の利便性、 美

しい自然環境と歴史・

文化を活かした魅力あ

る産業地づく り 

Ⅲ. 災害に強く 、 生活サー

ビス機能が集約した、

安全で質の高い暮らし

やすい生活空間づく り

❖圏域間及び都市間におけ

る交流促進  

❖公共交通サービスの維持・

確保  

❖地域資源の共有、公共施設

などの効率的配置 

❖地域の役割に応じた商業

地形成  

❖広域交通利便性を活かし

た工業地形成  

❖豊かな自然環境、歴史・ 文

化を活かした周遊型観光

地形成 

❖大規模災害対策の拡充 

❖良好で暮らしやすい住環

境の形成 

❖生活利便性の向上、都市経

営の健全化 

■キーワード 

圏域内外の人と文化 

の交流 

蔵王連峰に抱かれた 

地域資源 
安心して住み続けられる 

■将来像 

蔵王連峰に抱かれた地域資源を活かして、  

圏域内外の人と文化が交流し、  

安心して住み続けられる広域生活圏の形成 

（ ２） 都市づく りの基本理念 

① 都市計画区域の将来像 

都市づく りの基本的な方向性に基づきながら、 本区域の将来像を次のとおり定める。  

■都市づく りの基本的な方向性 

Ⅰ. 都市間の交流、 資源の

共有により、 個性豊か

な都市が連携する一体

的な都市圏づく り 

Ⅱ. 広域交通の利便性、 美

しい自然環境と歴史・

文化を活かした魅力あ

る産業地づく り 

Ⅲ. 災害に強く 、 生活サー

ビス機能が集約した、

安全で質の高い暮らし

やすい生活空間づく り

❖地域生活圏の形成と圏域

間の交流促進  

❖公共交通サービスの維持・

確保  

❖地域資源の共有、公共施設

などの効率的配置 

❖地域の役割に応じた商業

地形成 

❖広域交通利便性を活かし

た工業地形成 

❖豊かな自然環境、歴史・ 文

化を活かした周遊型観光

地形成 

❖大規模災害対策の拡充 

❖良好で暮らしやすい住環

境の形成 

❖多様な価値観に対応した

生活利便性の向上、都市経

営の健全化 

■キーワード 

圏域内外の人と文化 

の交流 

蔵王連峰に抱かれた 

地域資源 
安心して住み続けられる 

■将来像 

蔵王連峰に抱かれた地域資源を活かして、  

圏域内外の人と文化が交流し、  

安心して住み続けられる広域生活圏の形成 
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② 都市計画区域の基本方針  

Ⅰ.都市間の交流、資源の共有により、個性豊かな都市が連携する一体的な都市圏づくり 

❖圏域間及び都市間における交流促進  

❍本区域は、 Ｊ Ｒ東北新幹線やＪ Ｒ東北本線、 阿武隈急行線といった鉄道、 東北縦貫自動車道

や山形自動車道、 国道４ 号や国道113号、 白石上山線や 亘理大河原川崎線など

からなる広域交通網により、 高度な都市型サービスが集積する仙台都市圏、 太平洋沿岸の亘

理・ 山元都市圏、 隣県の中心都市である福島市や山形市と結ばれている。 このような交通利

便性を活かし、 本区域と周辺の都市圏における広域的な人や物の交流促進により、 地域の活

性化を図る。   

❍本区域内においては、 都市間を結ぶ鉄道や路線バス、 幹線道路など、 各種交通関連施設の機

能更新や連携の強化によって都市間ネット ワークの充実を図り、 一体の生活圏のなかで個性

豊かな都市が連携する魅力ある都市圏を形成する。   

❖公共交通サービスの維持・ 確保  

❍地域住民の身近な移動手段である路線バスの廃止が問題となるなか、 超高齢社会において

は、 公共交通の需要が高まることが予測されること、 また、 通勤・ 通学などの日常生活や広

域観光においても公共交通は欠かすことのできない移動手段であることから、

鉄道駅を公共交通結節の拠点として位置づけ、 道路による都市間ネット ワークの

整備と合わせて、 バス経路の見直しや運行水準の確保など、 都市間公共交通の維持、 向上を

図る。  

❍山間部が大きな割合を占める本区域では、 鉄道や路線バスのみで日常生活に必要な公共交通

のサービス水準を満たすことは困難であることから、 コミ ュニティ バスやデマンドタクシ 

ー などと連携し、

地域の実情に応じた身近な公共交通サービスを確保する。   

❖地域資源の共有、 公共施設などの効率的配置  

❍本区域を構成する都市ごとに立地する既存の拠点的な医療・ 福祉施設や教育・ 文化施設、 公

園、 観光・ レクリエーショ ン施設などは、 一体の生活圏として各市町の相互利用及び共有化

を図り、 日常的な交流機会を促進するほか、 都市ごとに有

する個性的な歴史・ 文化資源を有機的に結びつけることで、               

広域的な観光交流やインバウンドを促進する。   

❍公共施設などの新設や更新にあたっては、 一体の生活圏として、 公共施設等総合管理計画な

どに基づいて広域的な視点から効率的な配置及び統廃合などを検討し、 人口減少や厳しい財

政見通しのなかにあっても、 必要な公共サービスの水準を維持する。  

② 都市計画区域の基本方針  

Ⅰ.都市間の交流、資源の共有により、個性豊かな都市が連携する一体的な都市圏づくり 

❖地域生活圏の形成と圏域間の交流促進

❍本区域は、 Ｊ Ｒ東北新幹線やＪ Ｒ東北本線、 阿武隈急行線といった鉄道、 東北縦貫自動車道

や山形自動車道、 国道４ 号や国道113号、 （ 主） 白石上山線や（ 主） 亘理大河原川崎線など

からなる広域交通網により、 高度な都市型サービスが集積する仙台都市圏、 太平洋沿岸の亘

理・ 山元都市圏、 隣県の中心都市である福島市や山形市と結ばれている。 このような交通利

便性を活かし、 本区域と周辺の都市圏における広域的な人や物の交流促進により、 地域の活

性化を図る。   

❍本区域内においては、 都市間を結ぶ鉄道や路線バス、 幹線道路など、 各種交通関連施設の機

能更新や連携の強化によって都市間ネット ワークの充実を図り、 一体の生活圏のなかで個性

豊かな都市が連携する魅力ある都市圏を形成する。   

❖公共交通サービスの維持・ 確保  

❍地域住民の身近な移動手段である路線バスの廃止が問題となるなか、 超高齢社会において

は、 公共交通の需要が高まることが予測されること、 また、 通勤・ 通学などの日常生活や広

域観光においても公共交通は欠かすことのできない移動手段であることから、 地域に適した

柔軟な移動手段の普及と地域公共交通ネット ワークを形成する。 その際には、 デマンドタク

シー・ スクールバス・ 自家用車を用いた自家用有償旅客運送など、 様々 な移動手段の活用を

検討する。 鉄道駅を公共交通結節の拠点として位置づけ、 道路による都市間ネット ワークの

整備と合わせて、 バス経路の見直しや運行水準の確保など、 都市間公共交通の維持、 向上を

図る。   

❍山間部が大きな割合を占める本区域では、 鉄道や路線バスのみで日常生活に必要な公共交通

のサービス水準を満たすことは困難であることから、 コミ ュニティ バスやデマンドタクシ

ー、 AI を活用した配車サービスなど新技術・ 新制度を活用した新モビリティ などと連携し、

地域の実情に応じた身近な公共交通サービスを確保する。   

❖地域資源の共有、 公共施設などの効率的配置  

❍本区域を構成する都市ごとに立地する既存の拠点的な医療・ 福祉施設や教育・ 文化施設、 公

園、 観光・ レクリエーショ ン施設などは、 一体の生活圏として各市町の相互利用及び共有化

を図り、 一つの地域生活圏を形成するとともに、 日常的な交流機会を促進する。 また、 都市

ごとに有する個性的な歴史・ 文化資源を有機的に結びつけるとともに、 AI やI oTといった先

端技術を活用した広域的な観光交流やインバウンドを促進する。   

❍公共施設などの新設や更新にあたっては、 一体の生活圏として、 公共施設等総合管理計画な

どに基づいて広域的な視点から効率的な配置及び統廃合などを検討し、 人口減少や厳しい財

政見通しのなかにあっても、 必要な公共サービスの水準を維持する。  

5



Ⅱ.広域交通の利便性、美しい自然環境と歴史・文化を活かした魅力ある産業地づくり

❖地域の役割に応じた商業地形成  

❍中心市街地などで旧来から形成されてきた商業地は、 既成市街地において身近な買い物や公

共サービスなどを提供してきたこれまでの役割を発揮できるよう、 顕在化する都市のスポン

ジ化へ対応しつつ、 必要に応じて都市基盤を再整備することで再生を図る。   

❍広域的な商圏を有する大規模商業施設が集積する幹線道路沿道の商業地は、 自動車交通の利

便性を活かす商業地として、 中心市街地などの商業地との役割分担のもとで、 今後も機能の

維持、 更新を図る。   

❖広域交通利便性を活かした工業地形成  

❍本区域における産業の生産規模の拡大、 雇用の確保、 ひいては地域経済の活性化に向け、 既

存企業のニーズに応じて工業地の拡張などを図るとともに、 東北縦貫自動車道及び山形自動

車道のインターチェンジ周辺や国道４号沿道などの高速広域交通の利便性が高い地域では、

新たな工業・ 物流施設用地を確保する。   

❍恵まれた交通利便性を活かし、 自動車関連産業や高度電子機械産業などを中心とする地域経

済の中核となる拠点企業の誘致を推進し、 高度技術産業の集積を図るとともに、 産学官の連

携により、 その育成、 新たな価値の創造を促進する。   

❖豊かな自然環境、 歴史・ 文化を活かした周遊型観光地形成  

❍仙南地区は、 名峰蔵王を中心とする蔵王国定公園や変化に富んだ自然景観を形成する阿武隈

渓谷県立自然公園、 仙台都市圏住民の水がめとなっている釜房湖を中心とした釜房湖県自然

環境保全地域などの緑と水に恵まれた自然環境を有している。

また、 白

石城や船岡城址、 村田伝統的建造物群保存地区などの歴史・ 文化資源が豊富であるほか、 温

泉街やスキー場といった自然環境を活かした観光資源を有していることから、 県下有数の観

光圏として、 広域的な視点にたって通年的に多く の観光客で賑わう周遊型観光地を形成す

る。   

❍仙南地区の観光資源は、 蔵王連峰の山並みやふもとに広がる田園風景と相まってその真価を

発揮していることから、 個々 の自然資源や歴史・ 文化資源及びそれらの周辺地域では、 一体

の圏域としての連続性や協調性に配慮した景観を維持、 形成する。  

Ⅱ.広域交通の利便性、美しい自然環境と歴史・文化を活かした魅力ある産業地づくり 

❖地域の役割に応じた商業地形成  

❍中心市街地などで旧来から形成されてきた商業地は、 既成市街地において身近な買い物や公

共サービスなどを提供してきたこれまでの役割を発揮できるよう、 顕在化する都市のスポン

ジ化へ対応しつつ、 必要に応じて都市基盤を再整備することで再生を図る。   

❍新型コロナウイルスを契機とした人々 のライフスタイルの変化をふまえ、 ポスト コロナの多

様な暮らし方・ 働き方を支えるため、 中心市街地での公共空間の活用や民間投資の呼び込

み、 人間中心のコンパクト なまちづく りの実現を図る。  

❍広域的な商圏を有する大規模商業施設が集積する幹線道路沿道の商業地は、 自動車交通の利

便性を活かす商業地として、 中心市街地などの商業地との役割分担のもとで、 今後も機能の

維持、 更新を図る。   

❖広域交通利便性を活かした工業地形成  

❍本区域における産業の生産規模の拡大、 雇用の確保、 ひいては地域経済の活性化に向け、 既

存企業のニーズに応じて工業地の拡張などを図るとともに、 東北縦貫自動車道及び山形自動

車道のインターチェンジ周辺や国道４号沿道などの高速広域交通の利便性が高い地域では、

新たな工業・ 物流施設用地を確保する。   

❍恵まれた交通利便性を活かし、 自動車関連産業や高度電子機械産業などを中心とする地域経

済の中核となる拠点企業の誘致を推進し、 高度技術産業の集積を図るとともに、 産学官の連

携により、 その育成、 新たな価値の創造を促進する。   

❖豊かな自然環境、 歴史・ 文化を活かした周遊型観光地形成  

❍仙南地区は、 名峰蔵王を中心とする蔵王国定公園や変化に富んだ自然景観を形成する阿武隈

渓谷県立自然公園、 仙台都市圏住民の水がめとなっている釜房湖を中心とした釜房湖県自然

環境保全地域などの緑と水に恵まれた自然環境を有している。 景勝地・ 御釜で知られる蔵王

山の東麓に広がる蔵王ジオパークには、 火山や自然と共に生活してきた人々 の歴史が刻まれ

ており、 ジオパークの活動を通して、 持続可能な地域社会の実現を目指している。 また、 白

石城や船岡城址、 村田伝統的建造物群保存地区などの歴史・ 文化資源が豊富であるほか、 温

泉街やスキー場といった自然環境を活かした観光資源を有していることから、 県下有数の観

光圏として、 広域的な視点にたって通年的に多く の観光客で賑わう周遊型観光地を形成す

る。   

❍仙南地区の観光資源は、 蔵王連峰の山並みやふもとに広がる田園風景と相まってその真価を

発揮していることから、 個々 の自然資源や歴史・ 文化資源及びそれらの周辺地域では、 一体

の圏域としての連続性や協調性に配慮した景観を維持、 形成する。  
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Ⅲ.災害に強く、生活サービス機能が集約した安全で質の高い暮らしやすい生活空間づくり  

❖大規模災害対策の拡充  

❍内陸部に位置する本区域においても、 東日本大震災では人的、 物的な被害が生じており、 昭

和61年の台風10号（ ８ . ５豪雨） や平成27年の関東・ 東北豪雨、 令和元年の台風19号では家

屋の浸水被害が生じているほか、 山間部が大きな割合を占める本区域では土砂災害も懸念さ

れる。 このような自然災害の危険性に対して、 多重性が確保された避難経路及び緊急輸送道

路のネット ワークを形成するとともに、 身近な避難場所 となる公園・ 緑地の整

備、 建築物の耐火・ 耐震化などを総合的に促進する。   

❍住民の安全・ 安心を守るためのハード整備はもとより、 災害危険性の高い地域における市街

化の抑制や災害情報を適時、 的確に発信するシステムの導入、 伝達手段の確立及び各種ハザ

ードマップの周知といったソフト 対策の充実を図る。   

❖良好で暮らしやすい住環境の形成  

❍子どもから高齢者まで誰もが安全・ 安心、 快適に暮らし続けることができる生活環境の確保

に向け、 日常生活を支える道路や公園などの都市基盤の計画的な整備及び維持、 管理を図

る。   

❍都市基盤や公共施設などの新設や更新にあたっては、 バリアフリー化やユニバーサルデザイ

ンの導入などにより利便性の向上を図るほか、 地域の歴史・ 文化資源や周辺の環境や景観と

調和した構造、 意匠、 形態とすることで良好なまち並みを形成する。   

❖ 生活利便性の向上、 都市経営の健全化  

❍今後、 さらに人口減少が進み、 市街地の人口密度が低下することで、 商業や医療、 福祉、 公

共交通などの生活サービス機能の維持が困難になることが懸念されることから、 持続可能な

都市づく りに向け、 立地適正化計画制度の考え方を踏まえ、 主要な鉄道駅や行政庁舎周辺な

どの拠点となる地域において居住や生活サービス機能を計画的に更新、 集約することで都市

のスポンジ化へ対応し、 住民の生活利便性の維持、 向上を図る。   

❍財政状況が厳しさを増すなかでは、 既存スト ックを活かしながら住民の快適な生活を維持し

ていく ことが重要であり、 公共施設については、 将来人口の見通しに応じた集約や再編を検

討するとともに、 余剰資産や既成市街地の空 地・ 空 家等については、 民間による活用を

促進することにより、 都市経営の健全化を図る。  

Ⅲ.災害に強く、生活サービス機能が集約した安全で質の高い暮らしやすい生活空間づくり  

❖大規模災害対策の拡充  

❍内陸部に位置する本区域においても、 東日本大震災では人的、 物的な被害が生じており、 昭

和61年の台風10号（ ８ . ５豪雨） や平成27年の関東・ 東北豪雨、 令和元年の台風19号では家

屋の浸水被害が生じているほか、 山間部が大きな割合を占める本区域では土砂災害も懸念さ

れる。 このような自然災害の危険性に対して、 多重性が確保された避難経路及び緊急輸送道

路のネット ワークを形成するとともに、 身近な避難場所や防災拠点となる公園・ 緑地の整

備、 建築物の耐火・ 耐震化などを総合的に促進する。   

❍住民の安全・ 安心を守るためのハード整備はもとより、 災害危険性の高い地域における市街

化の抑制や災害情報を適時、 的確に発信するシステムの導入、 伝達手段の確立及び各種ハザ

ードマップの周知といったソフト 対策の充実を図る。   

❍東日本大震災後の地震被害想定や浸水想定区域図などの災害リスクに関する各種調査結果を

もとに、 「 流域治水」 の取り組みの推進や堤防機能の強化、 内水対策の加速化を図る。

❖良好で暮らしやすい住環境の形成  

❍子どもから高齢者まで誰もが安全・ 安心、 快適に暮らし続けることができる生活環境の確保

に向け、 日常生活を支える道路や公園などの都市基盤の計画的な整備及び維持管理を図る。

❍都市基盤や公共施設などの新設や更新にあたっては、 バリアフリー化やユニバーサルデザイ

ンの導入などにより利便性の向上を図るほか、 地域の歴史・ 文化資源や周辺の環境や景観と

調和した構造、 意匠、 形態とすることで良好なまち並みを形成する。   

❖多様な価値観に対応した生活利便性の向上、 都市経営の健全化  

❍今後、 さらに人口減少が進み、 市街地の人口密度が低下することで、 商業や医療、 福祉、 公

共交通などの生活サービス機能の維持が困難になることが懸念されることから、 持続可能な

都市づく りに向け、 立地適正化計画制度の考え方を踏まえ、 主要な鉄道駅や行政庁舎周辺な

どの拠点となる地域において居住や生活サービス機能を計画的に更新、 集約することで都市

のスポンジ化へ対応し、 住民の生活利便性の維持、 向上を図る。   

❍財政状況が厳しさを増すなかでは、 既存スト ックを活かしながら住民の快適な生活を維持し

ていく ことが重要であり、 公共施設については、 将来人口の見通しに応じた集約や再編を検

討するとともに、 余剰資産や既成市街地の空き地・ 空き家等については、 民間による活用を

促進することにより、 都市経営の健全化を図る。  

❍都市経営の効率性向上、 インフラの長寿命化、 脱炭素社会の構築等にむけて、 デジタル技術

の活用など、 まちづく りDXの推進し、 都市経営の健全化を図る。
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③ 都市の将来構造 

ⅰ 拠点 

区 分 位置づけ 方 針

圏域拠点 ❍主要な鉄道駅周辺または仙

南地区の骨格をなす国道４

号の沿道で、かつ、人口の規

模や密度、 生活サービス機

能の集積などの面において

仙南地区の中心を担う 柴田

町及び大河原町の中心部を

位置づける。  

❍一体の生活圏の形成に向

け、 都市単独では担いきれ

ない商業・ 業務、医療、福祉

などの広域的な生活サービ

ス機能の誘導、集積を図る。

❍上記の機能の誘導、 集積と

あわせて、 まちなか居住を

促進し、 生活利便性の高い

市街地の形成を図る。  

都市拠点 ❍圏域拠点に次ぎ人口や生活

サービス機能が集積し、 旧

来から都市の中心的な役割

を担ってきた白石市及び角

田市の中心部を位置づけ

る。  

❍既存の生活サービス機能を

活かしつつ、 必要に応じて

都市基盤を再整備すること

で、 新たな居住や生活サー

ビス機能の誘導、 集積を図

る。  

地域拠点 ❍日常生活を支える地域の中

心部を位置づける。  

❍圏域拠点及び都市拠点との

役割分担のもとで、 生活利

便性を高める身近な生活サ

ービス機能や都市基盤の整

備、 保全を図る。  

工業・ 物流拠点 ❍現に工業団地が立地するエ

リアや新たな企業誘致に適

するインターチェンジ周辺

などを位置づける。  

❍操業環境の維持、 増進を図

るとともに、 広域的な交通

利便性や工業団地内の未利

用地を活かしながら、 新た

な工業・ 物流機能の集積を

図る。  

観光拠点 ❍仙南地区内外から広く 観光

客が訪れる主要な観光地や

歴史・ 文化資源の集積エリ

アを位置づける。  

❍「 みやぎ蔵王」のブランドを

確立するための拠点と し

て、 恵まれた自然環境や景

観を活かした観光交流・ イ

ンバウンド の促進、 各観光

施設のネット ワークの形成

を図る。  

③ 都市の将来構造 

ⅰ 拠点 

区 分 位置づけ 方 針 

圏域拠点 ❍主要な鉄道駅周辺または仙

南地区の骨格をなす国道４

号の沿道で、かつ、人口の規

模や密度、 生活サービス機

能の集積などの面において

仙南地区の中心を担う 柴田

町及び大河原町の中心部を

位置づける。  

❍一体の生活圏の形成に向

け、 都市単独では担いきれ

ない商業・ 業務、医療、福祉

などの広域的な生活サービ

ス機能の誘導、集積を図る。

❍上記の機能の誘導、 集積と

あわせて、 まちなか居住を

促進し、 生活利便性の高い

市街地の形成を図る。  

都市拠点 ❍圏域拠点に次ぎ人口や生活

サービス機能が集積し、 旧

来から都市の中心的な役割

を担ってきた白石市及び角

田市の中心部を位置づけ

る。  

❍既存の生活サービス機能を

活かしつつ、 必要に応じて

都市基盤を再整備すること

で、 新たな居住や生活サー

ビス機能の誘導、 集積を図

る。  

地域拠点 ❍日常生活を支える地域の中

心部を位置づける。  

❍圏域拠点及び都市拠点との

役割分担のもとで、 生活利

便性を高める身近な生活サ

ービス機能や都市基盤の整

備、 保全を図る。  

工業・ 物流拠点 ❍現に工業団地が立地するエ

リアや新たな企業誘致に適

するインターチェンジ周辺

などを位置づける。  

❍操業環境の維持、 増進を図

るとともに、 広域的な交通

利便性や工業団地内の未利

用地を活かしながら、 新た

な工業・ 物流機能の集積を

図る。  

観光拠点 ❍仙南地区内外から広く 観光

客が訪れる主要な観光地や

歴史・ 文化資源の集積エリ

アを位置づける。  

❍「 みやぎ蔵王」のブランドを

確立するための拠点と し

て、 恵まれた自然環境や景

観を活かした観光交流・ イ

ンバウンド の促進、 各観光

施設のネット ワークの形成

を図る。  
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ⅱ 交通・ 連携軸 

区 分 位置づけ 方 針 

鉄道軸 ❍Ｊ Ｒ東北新幹線、 Ｊ Ｒ東北

本線及び阿武隈急行線を

位置づける。  

❍圏域間及び都市間におけ

る交流を促進する主要な

公共交通軸として、 利用の

促進を図る。   

❍鉄道駅においては、 交通結

節点と し ての機能を強化

し、 バス交通を含めた公共

交通の利便性向上を図る。

幹線道路軸 ❍東北縦貫自動車道及び山

形自動車道からなる高速

広域交通網のほか、 本区域

の骨格をなす国道４ 号や

国道113号、 主要地方道な

どを位置づける。  

❍各拠点を結び、 一体の生活

圏を形成するための広域

的な人や物の流れを支え

る軸として、 役割に応じた

連続的なネッ ト ワークと

なるよう 整備、 保全を図

る。  

政策軸 ❍一体の生活圏として都市

間を連携する、 または仙南

地区と 周辺の圏域を連携

する主要な動線を都市圏

連携軸と位置づける。   

❍東北縦貫自動車道、 山形自

動車道及びインタ ーチェ

ンジ周辺

の広域的な交通利便性の高

い動線を工業・ 物流機能集

積軸と位置づける。  

❍都市圏連携軸は、 日常生活

や産業活動のみならず、 観

光・ レクリエーショ ンや災

害時における支援・ 受援な

どの多様な活動を支える

骨格として、 整備、 保全を

図るとともに、 その沿線に

おいては居住や生活サー

ビス機能の誘導、 集積を図

る。   

❍工業・ 物流機能集積軸は、

高速道路を中心と した高

速広域交通の利便性を活

かしつつ、 仙南地区の地域

活力を生み出す源泉と し

て、 既存企業の規模拡大や

新たな企業誘致などによ

り工業・ 物流機能の集積を

図る。  

ⅱ 交通・ 連携軸 

区 分 位置づけ 方 針 

鉄道軸 ❍Ｊ Ｒ東北新幹線、 Ｊ Ｒ東北

本線及び阿武隈急行線を

位置づける。  

❍圏域間及び都市間におけ

る交流を促進する主要な

公共交通軸として、 利用の

促進を図る。   

❍鉄道駅においては、 交通結

節点と し ての機能を強化

し、 バス交通を含めた公共

交通の利便性向上を図る。

幹線道路軸 ❍東北縦貫自動車道及び山

形自動車道からなる高速

広域交通網のほか、 本区域

の骨格をなす国道４ 号や

国道113号、 主要地方道な

どを位置づける。  

❍各拠点を結び、 一体の生活

圏を形成するための広域

的な人や物の流れを支え

る軸として、 役割に応じた

連続的なネッ ト ワークと

なるよう 整備、 保全を図

る。  

政策軸 ❍一体の生活圏として都市

間を連携する、 または仙南

地区と 周辺の圏域を連携

する主要な動線を都市圏

連携軸と位置づける。   

❍東北縦貫自動車道、 山形自

動車道及びインタ ーチェ

ンジ周辺（ （ 仮称） 白石中

央ｽﾏー ﾄｲﾝﾀー ﾁｪﾝｼ゙ （ 整備中）

を含む） の広域的な交通利

便性の高い動線を工業・ 物

流機能集積軸と位置づけ

る。  

❍都市圏連携軸は、 日常生活

や産業活動のみならず、 観

光・ レクリエーショ ンや災

害時における支援・ 受援な

どの多様な活動を支える

骨格として、 整備、 保全を

図るとともに、 その沿線に

おいては居住や生活サー

ビス機能の誘導、 集積を図

る。   

❍工業・ 物流機能集積軸は、

高速道路を中心と した高

速広域交通の利便性を活

かしつつ、 仙南地区の地域

活力を生み出す源泉と し

て、 既存企業の規模拡大や

新たな企業誘致などによ

り工業・ 物流機能の集積を

図る。  
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ⅲ 土地利用ゾーニング 

区 分 位置づけ 方 針 

市街地ゾーン ❍住居系、 商業系及び工業系

の市街地と し ての土地利

用を図るべき用途地域を

位置づける。  

❍用途地域に基づき、 それぞ

れの役割に応じ て都市基

盤を整備、 保全し、 土地利

用の増進を図る。   

❍空地・ 空家等の低未利用地

は、 周辺の環境や景観との

調和に配慮し ながら都市

的土地利用への転換を推

進する。  

田園・ 集落共生  

ゾーン 

❍市街地ゾーン周辺や河川

沿いを中心と した田園地

帯及びこれに点在する既

存集落などを位置づける。

❍食糧生産基盤として、 ま

た、 蔵王連峰と一体的とな

った景観資源として、 農地

の保全を図る。   

❍既存集落は、 郊外部にふさ

わし い潤いと ゆと り のあ

る住環境の維持、 形成を図

る。  

自然環境保全・   

活用ゾーン 

❍田園・ 集落共生ゾーン周辺

に広がる山間部などを位

置づける。  

❍蔵王連峰や阿武隈渓谷、 釜

房湖などの仙南地区を特

徴づける豊かな自然環境

の保全を図る。   

❍一部では、 自然環境資源、

景観資源として、 自然と人

がふれあい、 親しむ空間と

して活用を図る。  

ⅲ 土地利用ゾーニング 

区 分 位置づけ 方 針 

市街地ゾーン ❍住居系、 商業系及び工業系

の市街地と し ての土地利

用を図るべき用途地域を

位置づける。  

❍用途地域に基づき、 それぞ

れの役割に応じ て都市基

盤を整備、 保全し、 土地利

用の増進を図る。   

❍空き地・ 空き家等の低未利

用地は、 周辺の環境や景観

と の調和に配慮し ながら

都市的土地利用への転換

を推進する。  

田園・ 集落共生  

ゾーン 

❍市街地ゾーン周辺や河川

沿いを中心と した田園地

帯及びこれに点在する既

存集落などを位置づける。

❍食糧生産基盤として、 ま

た、 蔵王連峰と一体的とな

った景観資源として、 農地

の保全を図る。   

❍既存集落は、 郊外部にふさ

わし い潤いと ゆと り のあ

る住環境の維持、 形成を図

る。  

自然環境保全・   

活用ゾーン 

❍田園・ 集落共生ゾーン周辺

に広がる山間部などを位

置づける。  

❍蔵王連峰や阿武隈渓谷、 釜

房湖などの仙南地区を特

徴づける豊かな自然環境

の保全を図る。   

❍一部では、 自然環境資源、

景観資源として、 自然と人

がふれあい、 親しむ空間と

して活用を図る。  

10



■都市の将来構造 ■都市の将来構造

11



２ 区域区分の決定の有無 

本区域では、 次の事由から区域区分を定めないものとする。  

【 区域区分を定めない事由】   

Ⅰ． 人口動向、 産業動向及び宅地需要の見通し  

本区域の人口は約146. 8千人であり、 全体としては減少傾向である。 将来的にも減少が予測

されており、 著しい住宅市街地の拡大は見込まれないこと。   

産業については、製造品出荷額等及び年間商品販売額は増加傾向となっており、今後も増加

が予測されるものの、                              土地

利用としては用途地域外での市街化の進展は確認されない                

こと。   

Ⅱ． 地形特性及び関連法規による土地利用規制  

本区域は山林が大部分を占めており、都市的土地利用は阿武隈川や白石川沿いの平坦地に限

られていること。平坦地においても、用途地域外に広がる農地は農業振興地域の整備に関する

法律により都市的土地利用が規制され、営農環境が保全されていること。森林については、森

林法や自然公園法、宮城県自然環境保全条例などによって都市的土地利用が規制され、自然環

境が保全されていること。    

これらのことより、本区域では今後とも無秩序な市街化が進行する可能性は低く 、区域区分

によらずとも土地利用や市街地開発などの規制、 誘導が可能と考えられる。  

２  区域区分の決定の有無 

本区域では、 次の事由から区域区分を定めないものとする。  

【 区域区分を定めない事由】   

Ⅰ． 人口動向、 産業動向及び宅地需要の見通し  

本区域の人口は約139. 6千人であり、 全体としては減少傾向である。 将来的にも減少が予測

されており、 著しい住宅市街地の拡大は見込まれないこと。   

産業については、製造品出荷額等及び年間商品販売額は増加傾向となっており、今後も増加

が予測され、またインターチェンジ周辺での産業系土地利用の需要が高まっているため、土地

利用としては用途地域外での市街化の進展の可能性はあるものの、都市のスプロール化につな

がる開発は少ないなど、 無秩序な開発の進展はみられないこと。  

Ⅱ． 地形特性及び関連法規による土地利用規制  

本区域は山林が大部分を占めており、都市的土地利用は阿武隈川や白石川沿いの平坦地に限

られていること。平坦地においても、用途地域外に広がる農地は農業振興地域の整備に関する

法律により都市的土地利用が規制され、営農環境が保全されていること。森林については、森

林法や自然公園法、宮城県自然環境保全条例などによって都市的土地利用が規制され、自然環

境が保全されていること。    

これらのことより、本区域では今後とも無秩序な市街化が進行する可能性は低く 、区域区分

によらずとも土地利用や市街地開発などの規制、 誘導が可能と考えられる。  
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３ 主要な都市計画の決定の方針  

（ １） 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針  

① 基本方針 

❑居住や公共施設、 生活サービス施設の計画的な更新・ 誘導による身近な生活圏

の形成  

❑市街地内低未利用地における新たな機能の整備や誘導、 用途地域の変更などの

検討  

❑空家等の適切な管理や利活用 

❑インターチェンジ周辺などへの新たな産業の立地誘導や既存産業の維持 

本区域は、 平成22年から  29年にかけて土地利用に大きな変化はないものの、

全体として未利用地が多く 残る状況にある。 また、 人口減少の傾向が

続いており、 今後もさらに人口減少が進む予測にあることを踏まえた都市づく りが必要となっ

ている。   

このため、 持続可能な都市づく りに向けて、 立地適正化計画制度の考え方を踏まえつつ、 主

要な鉄道駅や行政庁舎周辺などの圏域の拠点となる地域において居住や公共施設、 生活サービ

ス機能の計画的な更新・ 誘導を図ることで、 身近な生活圏を形成する。 その際、 空 地・ 空

家等の発生による都市のスポンジ化へ対応し（ 抜けた穴を塞ぐ、 埋める） 、 必要に応じて都市

基盤を整備することで、 都市の再生を図る。   

また、 人口動向に応じた公共施設の統廃合や産業構造の変化に伴う工場撤退などで市街地内

に大規模跡地が生じた場合は、 周辺の環境に配慮しつつ、 新たな機能の整備や誘導、 用途地域

の変更などを検討する。   

さらに、 今後増加が予測される空 家等は、 防災、 衛生、 景観などの観点から生活環境に影

響を及ぼす可能性が高いことから、 適切な管理や利活用に努める。 所有者不明土地について

は、 権利者調査を推進するとともに、 必要に応じて都市活動の利便増進に資する活用を図る。

一方、 本区域は、 東北縦貫自動車道や国道４ 号、 Ｊ Ｒ東北新幹線及びＪ Ｒ東北本線など、 東

北地方の骨格を成す広域的な南北軸上に位置しているほか、 東西方向には山形自動車道や国道

113号などが整備されており、 太平洋側の南北軸である常磐自動車道の利用も可能であるな

ど、 利便性の高い交通特性を有している。   

このような交通特性を活かした地域活力の維持、 向上のため、 周辺の環境に配慮しつつ、 広

域的な交通利便性の高いインターチェンジ周辺などへの新たな産業の立地誘導や既存産業の維

持を図る。 また、 既存の工業団地において未利用地が残る場合は、 積極的な活用を図る。  

３  主要な都市計画の決定の方針  

（ １） 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針  

① 基本方針 

❑居住や公共施設、 生活サービス施設の計画的な更新・ 誘導による身近な生活圏

の形成  

❑市街地内低未利用地における新たな機能の整備や誘導、 用途地域の変更などの

検討  

❑空き家等の適切な管理や利活用 

❑インターチェンジ周辺などへの新たな産業の立地誘導や既存産業の維持 

本区域は、 平成29年から令和5年にかけて土地利用に大きな変化はないものの、 都市計画基

礎調査結果からみても、 全体として未利用地が減少している状況にある。 また、 人口減少の傾

向が続いており、 今後もさらに人口減少が進む予測にあることを踏まえた都市づく りが必要と

なっている。   

このため、 持続可能な都市づく りに向けて、 立地適正化計画制度の考え方を踏まえつつ、 主

要な鉄道駅や行政庁舎周辺などの圏域の拠点となる地域において居住や公共施設、 生活サービ

ス機能の計画的な更新・ 誘導を図ることで、 身近な生活圏を形成する。 その際、 空き地・ 空き

家等の発生による都市のスポンジ化へ対応し（ 抜けた穴を塞ぐ、 埋める） 、 必要に応じて都市

基盤を整備することで、 都市の再生を図る。   

また、 人口動向に応じた公共施設の統廃合や産業構造の変化に伴う工場撤退などで市街地内

に大規模跡地が生じた場合は、 周辺の環境に配慮しつつ、 新たな機能の整備や誘導、 用途地域

の変更などを検討する。   

さらに、 今後増加が予測される空き家等は、 防災、 衛生、 景観などの観点から生活環境に影

響を及ぼす可能性が高いことから、 適切な管理や利活用に努める。 所有者不明土地について

は、 権利者調査を推進するとともに、 必要に応じて都市活動の利便増進に資する活用を図る。

一方、 本区域は、 東北縦貫自動車道や国道４ 号、 Ｊ Ｒ東北新幹線及びＪ Ｒ東北本線など、 東

北地方の骨格を成す広域的な南北軸上に位置しているほか、 東西方向には山形自動車道や国道

113号などが整備されており、 太平洋側の南北軸である常磐自動車道の利用も可能であるな

ど、 利便性の高い交通特性を有している。   

このような交通特性を活かした地域活力の維持、 向上のため、 周辺の環境に配慮しつつ、 広

域的な交通利便性の高いインターチェンジ周辺などへの新たな産業の立地誘導や既存産業の維

持を図る。 また、 既存の工業団地において未利用地が残る場合は、 積極的な活用を図る。  
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② 主要用途の配置の方針  

ⅰ 住宅地  

住宅地は、 圏域拠点、 都市拠点並びに地域拠点を中心として、 超高齢社会において歩いて暮

らしやすい都市づく りを進めるため、 商業や医療、 福祉、 公共施設、 公共交通の生活サービス

機能が利用しやすい既成市街地に配置する。   

圏域拠点及び都市拠点においては、 土地を有効に利用し、 密度の高い住宅市街地を形成す

る。 地域拠点や郊外部においては、 仙南地区の豊かな自然環境と調和したゆとりある居住環境

を形成する。   

ⅱ 商業地  

商業地は、 圏域拠点、 都市拠点及び地域拠点における中心市街地並びに幹線道路軸の沿道に

配置する。   

大河原町及び柴田町の圏域拠点並びに白石市及び角田市の都市拠点については、 空 地・ 空

家等の低未利用地の活用や都市基盤の整備、 改善を図りつつ、 身近な生活サービス機能はも

とより、 仙南地区における都市生活を支えるサービス機能を維持、 誘導し、 賑わいと活力の再

生、 増進を図る。   

現に広域的な商圏を見込んだ施設が集積する白石市、 大河原町及び柴田町の国道４ 号沿道や

各拠点を結ぶ幹線道路沿道の都市圏連携軸については、 広域交通利便性を活かした沿道型の商

業・ 業務地として、 中心市街地との役割分担のもとで小売業や飲食店、 サービス・ 業務系施設

などの立地誘導を図る。   

ⅲ 工業地・ 物流業務地  

工業地・ 物流業務地は、 白石インター工業団地や中島工業団地、 川根工業団地、 船岡工業団

地、 村田工業団地 などを中心とした工業・ 物流拠点に配置

する。   

未利用地については、 恵まれた交通条件を活かし、 自動車関連産業や高度電子機械産業、 こ

れらの技術を活用した関連産業、 物流産業などの立地誘導により、 一体的な工業・ 物流機能の

集積を推進する。   

今後新たな工業地・ 物流業務地の形成にあたっては、 周囲の自然環境や景観、 居住、 営農環

境などに十分配慮し、 広域交通利便性が高いインターチェンジ周辺や幹線道路沿道などの工

業・ 物流機能集積軸上への誘導を図る。   

② 主要用途の配置の方針  

ⅰ 住宅地  

住宅地は、 圏域拠点、 都市拠点並びに地域拠点を中心として、 超高齢社会において歩いて暮

らしやすい都市づく りを進めるため、 商業や医療、 福祉、 公共施設、 公共交通の生活サービス

機能が利用しやすい既成市街地に配置する。   

圏域拠点及び都市拠点においては、 土地を有効に利用し、 密度の高い住宅市街地を形成す

る。 地域拠点や郊外部においては、 仙南地区の豊かな自然環境と調和したゆとりある居住環境

を形成する。   

都市中心部以外の公共交通軸上の拠点など 日常生活を営む身近なエリア（ ネイバーフッ

ド） においても 多様な暮らし方・ 働き方を実現可能とするために必要な都市機能、 例えば、

医療施設、 福祉施設及び商業施設等の立地誘導や確保を図る。  

ⅱ 商業地  

商業地は、 圏域拠点、 都市拠点及び地域拠点における中心市街地並びに幹線道路軸の沿道に

配置する。   

大河原町及び柴田町の圏域拠点並びに白石市及び角田市の都市拠点については、 空き地・ 空

き家等の低未利用地の活用や都市基盤の整備、 改善を図りつつ、 身近な生活サービス機能はも

とより、 仙南地区における都市生活を支えるサービス機能を維持、 誘導し、 賑わいと活力の再

生、 増進を図る。   

また、 コンパクト ・ プラス・ ネット ワークの取組と連携して、 居心地が良く 歩きたく なる歩

行者中心の空間づく りをはじめ、 量的拡充のみならず配置の適正化も含めた周辺まちづく りと

の連携を図る。

現に広域的な商圏を見込んだ施設が集積する白石市、 大河原町及び柴田町の国道４ 号沿道や

各拠点を結ぶ幹線道路沿道の都市圏連携軸については、 広域交通利便性を活かした沿道型の商

業・ 業務地として、 中心市街地との役割分担のもとで小売業や飲食店、 サービス・ 業務系施設

などの立地誘導を図る。   

ⅲ 工業地・ 物流業務地  

工業地・ 物流業務地は、 中島工業団地、 川根工業団地、 船岡工業団

地、 村田工業団地や今後整備される仙台南部工業団地などを中心とした工業・ 物流拠点に配置

する。   

未利用地については、 恵まれた交通条件を活かし、 自動車関連産業や高度電子機械産業、 こ

れらの技術を活用した関連産業、 物流産業などの立地誘導により、 一体的な工業・ 物流機能の

集積を推進する。   

今後新たな工業地・ 物流業務地の形成にあたっては、 周囲の自然環境や景観、 居住、 営農環

境などに十分配慮し、 広域交通利便性が高いインターチェンジ周辺や幹線道路沿道などの工

業・ 物流機能集積軸上への誘導を図る。  
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③ 市街地の土地利用の方針  

ⅰ 居住環境の改善又は維持に関する方針  

道路や公園などの都市基盤が不足する地域や木造老朽住宅率の高い地域などでは、 耐震性、

耐火性などに配慮した市街地整備の観点から、 都市基盤の整備や改善、 建築物の不燃・ 難燃化

といった性能の向上や更新に努め 、 用途地域による土地利用を基本として、

安全で快適な居住環境を形

成する。   

土地区画整理事業などの面的な整備によって良好な居住環境を備える住宅地は、 用途地域や

地区計画などによる土地利用の規制、 誘導により、 良好な居住環境の維持を図る。

ⅱ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針  

阿武隈川や白石川、 松川などの都市間を貫流する主要な河川及びその沿線の自然環境や景観

は、 都市に潤いとやすらぎを与え、 また、 生態系のつながりにとっても重要であることから、

連続した開放空間として適切に保全するとともに、 水と緑のネット ワーク化、 親水空間

としての創造を図る。   

特に、 観光資源としても機能する船岡城址公園の桜と白石川堤一目千本桜については、 その

維持に努める。 また、 村田伝統的建造物群保存地区や白石城、 武家屋敷、 蔵などの歴史資源の

周辺における建築物、 工作物は、 これら資源と調和した色彩や意匠、 構造への誘導に努める。

④ その他の土地利用の方針  

ⅰ 優良な農地との健全な調和に関する方針  

市街地の周辺に広がる優良農地は、 農業振興地域制度との整合を図りつつ、 保全を基本とす

る。   

これらのうち、 特に宅地への転用の需要が高い幹線道路の沿道などに位置する農地について

は、 長期的かつ広域的な視点に立ちながら、 都市的土地利用の規制または誘導を図る。   

ⅱ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

急傾斜地崩壊危険区域や砂防指定地、 土砂災害警戒区域などの災害危険性の高い区域は、 地

域住民の安全を確保するため、 宅地化を規制、 抑制するとともに、 区域周辺地域における警戒

避難体制の整備などを推進する。   

また、 河川沿いの低地部や山間部で、 溢水、 湛水、 がけ崩れなどの災害のおそれのある区域

については大規模降雨時の防災対策を、 また、 建築密度の高い市街地については建築物や工作

物、 地下埋設物などの大規模地震対策を推進する。   

なお、 市街地においても、 地形的な条件や災害履歴、

最新の被害想定 などを踏まえ、 大規模な浸水被害や土砂災害など

のおそれのある場合には、 必要に応じて土地利用や都市施設整備の見直しに努める。   

③ 市街地の土地利用の方針  

ⅰ 居住環境の改善又は維持に関する方針  

道路や公園などの都市基盤が不足する地域や木造老朽住宅率の高い地域などでは、 耐震性、

耐火性などに配慮した市街地整備の観点から、 都市基盤の整備や改善、 建築物の不燃・ 難燃化

といった性能の向上や更新に努める。 また、 用途地域による土地利用を基本とし、 立地適正化

計画における居住誘導区域の設定により、 生活の質の向上を図り、 安全で快適な居住環境を形

成する。   

ⅱ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針  

阿武隈川や白石川、 松川などの都市間を貫流する主要な河川及びその沿線の自然環境や景観

は、 都市に潤いとやすらぎを与え、 また、 生態系のつながりにとっても重要であることから、

連続した開放空間として適切に保全するとともに、 水と緑のネット ワーク化、 親水空間、 グリ

ーンインフラとしての創造を図る。   

特に、 観光資源としても機能する船岡城址公園の桜と白石川堤一目千本桜については、 その

維持に努める。 また、 村田伝統的建造物群保存地区や白石城、 武家屋敷、 蔵などの歴史資源の

周辺における建築物、 工作物は、 これら資源と調和した色彩や意匠、 構造への誘導に努める。

④ その他の土地利用の方針  

ⅰ 優良な農地との健全な調和に関する方針  

市街地の周辺に広がる優良農地は、 農業振興地域制度との整合を図りつつ、 保全を基本とす

る。   

これらのうち、 特に宅地への転用の需要が高い幹線道路の沿道などに位置する農地について

は、 長期的かつ広域的な視点に立ちながら、 都市的土地利用の規制または誘導を図る。   

ⅱ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

急傾斜地崩壊危険区域や砂防指定地、 土砂災害警戒区域などの災害危険性の高い区域は、 地

域住民の安全を確保するため、 宅地化を規制、 抑制するとともに、 区域周辺地域における警戒

避難体制の整備などを推進する。   

また、 河川沿いの低地部や山間部で、 溢水、 湛水、 がけ崩れなどの災害のおそれのある区域

については大規模降雨時の防災対策を、 また、 建築密度の高い市街地については建築物や工作

物、 地下埋設物などの大規模地震対策を推進する。   

なお、 市街地においても、 地形的な条件や災害履歴、 また、 地球温暖化に伴う近年の気象の

激甚化なども考慮した最新の被害想定や推計などを踏まえ、 大規模な浸水被害や土砂災害など

のおそれのある場合には、 必要に応じて土地利用や都市施設整備の見直しに努める。   

また、 居住や都市機能の誘導を図るうえで必要となる都市の防災に関する機能を確保するた

め、 具体的な取組と合わせて防災指針を立地適正化計画に定める。  
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ⅲ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針  

市街地の周辺に広がる田園地帯や里山は、 本区域を象徴する自然環境、 景観を形成する固有

の資源として保全、 継承し続けるため、 関連法令に基づき規制、 誘導を図る。   

なお、 蔵王国定公園をはじめ、 県立自然公園、 県自然環境保全区域などの指定区域について

は、 関連する法令や条例を遵守し、 豊かで美しい自然環境を保全する。  

ⅳ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針  

田園地帯や里山などに介在する既存集落は、 周辺環境との調和を図りつつ、 住環境の改善、

向上に努める。 特に、 幹線道路の沿道や温泉街、 別荘地については、 「 みやぎ蔵王」 の観光ブ

ランドを確立するため、 地域特有の自然環境や景観との調和に配慮した計画的な土地利用を図

る。   

人口減少を背景として、 今後さらに増加が予測される空地・ 空家等や所有者不明土地など

は、 放置によって地域の生活環境に影響を及ぼす可能性が高いこと、 その土地の利活用に支障

をきたすおそれがあることから、 適切な管理に努める。   

また、 人口動向や財政の見通しに応じた公共施設の再編や統廃合、 産業構造の変化に伴う工

場の撤退などによって市街地内に大規模な跡地が生じた場合、 用途地域と土地利用現況にかい

離が生じている場合、 土地利用の混在によって良好な市街地環境の維持、 形成が困難な場合

は、 その地域の立地特性や周辺の環境を考慮し、 また、 将来の人口や産業などを見通したうえ

で、 新たな機能の整備や誘導、 用途地域の変更などにより、 秩序ある土地利用を図る。  

ⅲ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針  

市街地の周辺に広がる田園地帯や里山は、 本区域を象徴する自然環境、 景観を形成する固有

の資源として保全、 継承し続けるため、 関連法令に基づき規制、 誘導を図る。   

また、 蔵王国定公園をはじめ、 県立自然公園、 県自然環境保全区域などの指定区域について

は、 関連する法令や条例を遵守し、 豊かで美しい自然環境を保全する。  

なお、 開発規模が大きく 環境への影響が著しい事業等については、 環境影響評価関係法令に

基づき環境影響評価を実施し、 生活環境や自然環境の保全に努めるとともに周辺環境と調和を

図る。

さらに、 太陽光発電施設の設置に対して、 国の「 大規模太陽光発電事業に関する対策パッケ

ージ」 及び県の「 太陽光発電施設の設置等に関する条例」 等に基づいて、 自然環境の保護、 安

全性の確保及び景観の保護に努める。  

ⅳ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針  

田園地帯や里山などに介在する既存集落は、 周辺環境との調和を図りつつ、 住環境の改善、

向上に努める。 特に、 幹線道路の沿道や温泉街、 別荘地については、 「 みやぎ蔵王」 の観光ブ

ランドを確立するため、 地域特有の自然環境や景観との調和に配慮した計画的な土地利用を図

る。   

また、 地域未来投資促進法等に基づく 地域経済を牽引する事業などの新たな市街地開発を進

める際には、 用途地域や地区計画などを指定し、 計画的な土地利用となるように十分に配慮す

る。  

人口減少を背景として、 今後さらに増加が予測される空き地・ 空き家等や所有者不明土地な

どは、 放置によって地域の生活環境に影響を及ぼす可能性が高いこと、 その土地の利活用に支

障をきたすおそれがあることから、 適切な管理に努める。   

人口動向や財政の見通しに応じた公共施設の再編や統廃合、 産業構造の変化に伴う工場の撤

退などによって市街地内に大規模な跡地が生じた場合、 用途地域と土地利用現況にかい離が生

じている場合、 土地利用の混在によって良好な市街地環境の維持、 形成が困難な場合は、 その

地域の立地特性や周辺の環境を考慮し、 また、 将来の人口や産業などを見通したうえで、 新た

な機能の整備や誘導、 用途地域の変更などにより、 秩序ある土地利用を図る。  
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